
 

 

 

                          平成２３年６月２１日 

各 位 

 

                            但 陽 信 用 金 庫 

 

 

「当金庫の多重債務問題への取組み」が金融担当大臣より顕彰されました。 

 

 

平成２３年 ６月２０日（月）、金融庁において、昨年６月の改正貸金業法の完全施行

から、１年経過するにあたり、多重債務問題に資する取組みを通じ、健全な消費者金融

市場の形成に寄与した金融機関として、金融担当大臣より顕彰いただきました。 

平成２１年１２月には、「地域密着型金融に関する取組み」の一つである「多重債務問

題への取組み」が評価され、近畿財務局より顕彰いただいております。 

顕彰対象である「多重債務問題への取組み」は地域金融機関として、地域のステーク

ホルダーの生活基盤を支援する機能の強化と、その解決に向けての関わりが求められ

ています。 

当金庫は、「おまとめローン」等を活用した「返済負担軽減」や「生活再生」への相談・

支援業務に取り組んでおります。 

また、金融に関する相談はもちろん、金融以外のあらゆる相談業務についても関わっ

ていくことが地域金融機関の社会的使命であると考え、地域における「よろず相談所」

「地域の交番所」を目指して“よろず相談信用金庫”を標榜し、引続き、地域密着型金融

の実践に取り組んでまいります。 
                        金融庁ホームページ内 関連記事 (外部リンク) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110620-1.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【金融経済新聞に掲載された記事】 

 2011 年 6 月 27 日(月) 

 

 

 

 

 


